
第１回臨時会

第２回定例会

主な内容 ２・３面…一般質問
４面…可決された議案ほか

NO.198 平成２１年（２００９年） ７月２５日発行 �飾区議会 〒１２４‐８５５５ �飾区立石５‐１３‐１ �３６９５‐１１１１ FAX５６９８‐１５４３

北
朝
鮮
の
核
実
験
を
強
く

非
難
す
る
決
議
を
可
決

経
済
危
機
対
策
な
ど
に
伴
う
地
方
負
担

の
軽
減
を
求
め
る
意
見
書
を
可
決

第
１
回
臨
時
会
で
は
、
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
な
ど
区
長
提
出
議
案

３
件
と
、
北
朝
鮮
の
核
実
験
を
強

く
非
難
す
る
決
議
な
ど
議
員
提
出

議
案
２
件
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

第
２
回
定
例
会
で
は
、
８
名
の

議
員
か
ら
区
政
一
般
質
問
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

ま
た
、
平
成
２１
年
度
�
飾
区
一

般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）
を

は
じ
め
と
す
る
区
長
提
出
議
案
等

２０
件
と
、
経
済
危
機
対
策
な
ど
に

伴
う
地
方
負
担
の
軽
減
を
求
め
る

意
見
書
な
ど
の
議
員
提
出
議
案
５

件
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

青戸平和公園の非核平和記念塔

可
決
さ
れ
た
決
議
・
意
見
書
（
要
旨
）

臨
時
会
で
は
次
の
決
議
１
件
、定
例
会
で
は
意
見
書
５
件
を
可
決
し
、関
係
機
関
に
送
付
し
ま
し
た
。

（
件
名
の
下
の
分
は
意
見
の
分
か
れ
た
意
見
書
で
す
。各
会
派
の
賛
否
は
４
面
に
記
載
）

北
朝
鮮
の
核
実
験
を
強
く
非
難
す
る
決
議

北
朝
鮮
は
、
国
際
世
論
を
無
視
し
、
５
月
２５
日
に
２
回
目
の
地
下
核
実
験
を
強
行
し
、
翌
２６
日
に
は
日
本
海
に
向
け
た

短
距
離
ミ
サ
イ
ル
を
発
射
し
た
。
今
回
の
核
実
験
は
、
国
連
安
保
理
へ
の
重
大
な
挑
戦
で
あ
り
、
核
廃
絶
を
求
め
る
人
々

の
願
い
を
踏
み
に
じ
る
暴
挙
で
あ
り
、
断
じ
て
容
認
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。
本
区
は
「
非
核
平
和
都
市
宣
言
自
治
体
」

と
し
て
、
議
会
と
区
が
一
体
と
な
り
、
非
核
平
和
関
連
事
業
を
数
多
く
展
開
し
区
民
に
そ
の
実
現
を
訴
え
る
と
と
も
に
、

い
か
な
る
国
の
核
兵
器
に
対
し
て
も
そ
の
廃
絶
と
、
す
べ
て
の
核
実
験
の
禁
止
を
求
め
て
き
た
。
よ
っ
て
、
北
朝
鮮
の
核

実
験
に
対
し
強
く
非
難
す
る
と
と
も
に
、
北
朝
鮮
が
た
だ
ち
に
す
べ
て
の
核
兵
器
及
び
核
計
画
を
放
棄
す
る
こ
と
を
厳
に

求
め
る
。
ま
た
、
日
本
政
府
に
お
い
て
は
、
国
際
社
会
と
緊
密
に
連
携
し
て
二
〇
〇
六
年
の
国
連
決
議
に
対
す
る
明
確
な

違
反
を
許
す
こ
と
な
く
実
効
あ
る
安
保
理
決
議
の
実
現
を
目
指
す
こ
と
。
さ
ら
に
各
国
の
動
き
を
に
ら
み
な
が
ら
強
固
な

措
置
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
北
朝
鮮
に
対
し
抗
議
の
意
思
を
伝
え
、
６
カ
国
協
議
へ
の
早
期
復
帰
に
よ
る
対
話
の
扉
を

開
き
、
核
、
ミ
サ
イ
ル
な
ど
の
懸
案
の
解
決
に
む
け
た
具
体
的
行
動
を
起
こ
す
こ
と
を
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

経
済
危
機
対
策
な
ど
に
伴
う
地
方
負
担
の
軽
減
を
求
め
る
意
見
書

政
府
に
対
し
、
次
の
事
項
を
強
く
求
め
る
。
①
地
方
自
治
体
に
配
分
さ
れ
る
１５
の
基
金
な
ど
の
運
用
は
、
地
域
の
実
情

や
創
意
工
夫
に
応
じ
て
柔
軟
に
対
応
で
き
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
②
消
費
生
活
相
談
窓
口
機
能
強
化
を
図
る
た
め
、
地
方

消
費
者
行
政
活
性
化
基
金
は
人
件
費
に
も
充
当
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
③
２１
年
度
か
ら
３
カ
年
の
財
源
措
置
が
行
わ
れ

て
い
る
基
金
な
ど
は
、
そ
の
後
の
地
方
負
担
の
在
り
方
に
つ
い
て
十
分
検
討
を
行
う
こ
と
④
公
債
費
負
担
軽
減
対
策
の
継

続
や
、
地
方
税
の
還
付
加
算
金
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
地
方
税
財
源
の
状
況
を
勘
案
し
て
検
討
す
る
こ
と

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
機
能
の
抜
本
的
強
化
と
地
域
に
お
け
る
雇
用
・
就
業
対
策
の
拡
充
強
化
を
求
め
る
意
見
書

政
府
及
び
東
京
都
に
対
し
、
次
の
事
項
を
強
く
求
め
る
。
①
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
職
員
や
相
談
員
の
増
員
に
当
た
っ
て
は
、

地
方
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
業
務
の
実
態
に
応
じ
て
適
切
な
配
分
を
行
い
、
機
能
強
化
を
図
る
こ
と
②
ジ
ョ
ブ
カ
ー
ド
の
推

進
に
当
た
る
職
業
訓
練
情
報
等
連
携
推
進
員
は
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
な
ど
へ
の
重
点
配
分
を
行
い
、
若
者
学
生
な
ど
の
就
職
相

談
機
能
を
強
化
す
る
こ
と
③
雇
用
調
整
助
成
金
の
申
請
に
当
た
っ
て
は
、
申
請
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
機
能
を
強
化
す
る
と
と

も
に
、
社
会
保
険
労
務
士
を
活
用
す
る
な
ど
の
体
制
整
備
を
図
る
こ
と
④
「
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
技
術
」
分
野
へ
の
集
中

投
資
を
行
い
、
新
た
な
産
業
の
創
出
に
よ
り
雇
用
を
創
出
・
拡
大
す
る
こ
と
⑤
失
業
者
が
増
加
す
る
一
方
で
、
介
護
や
医

療
な
ど
の
雇
用
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
を
解
消
す
る
と
と
も
に
、
地
域
雇
用
創
出
の
拡
大
を
図
り
、
ふ
る
さ
と
雇
用
再
生
特
別
交

付
金
事
業
及
び
緊
急
雇
用
創
出
事
業
に
つ
い
て
は
、
柔
軟
か
つ
多
様
な
対
応
が
で
き
る
よ
う
制
約
を
緩
和
す
る
こ
と
⑥
非

正
規
労
働
者
対
策
の
強
化
、
企
業
融
資
制
度
の
充
実
、
そ
の
他
様
々
な
場
面
で
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
充
実
強
化
を
す

る
こ
と

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
へ
の
対
応
強
化
と
医
療
体
制
の
拡
充
を
求
め
る
意
見
書

政
府
及
び
東
京
都
に
対
し
、
次
の
事
項
を
強
く
求
め
る
。
①
地
方
自
治
体
へ
の
迅
速
な
情
報
提
供
、
国
民
へ
の
周
知
を

徹
底
す
る
と
と
も
に
、
相
談
窓
口
の
整
備
を
行
う
こ
と
②
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
対
応
す
る
ワ
ク
チ
ン
の
早
期
製
造
に

全
力
を
挙
げ
る
と
と
も
に
、
防
疫
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
各
地
方
自
治
体
と
の
連
携
を
図
る
こ
と
③
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
に
罹
患
し
た
慢
性
透
析
患
者
の
み
の
透
析
医
療
を
担
う
協
力
病
院
・
診
療
所
の
指
定
と
、
タ
ミ
フ
ル
や
診
断
キ
ッ
ト
の

優
先
供
給
、
Ｐ
Ｐ
Ｅ
（
感
染
保
護
具
）
の
供
給
を
行
う
こ
と
④
透
析
を
専
門
と
す
る
無
床
診
療
所
で
も
透
析
患
者
に
限
っ

た
協
力
施
設
と
し
て
の
指
定
を
可
能
に
す
る
こ
と
⑤
治
療
継
続
疾
患
患
者
や
妊
産
婦
等
へ
の
タ
ミ
フ
ル
な
ど
の
優
先
投
与

と
、
抗
ウ
イ
ル
ス
マ
ス
ク
を
確
保
し
予
防
指
導
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
⑥
透
析
患
者
や
妊
産
婦
等
へ
の
予
防
投
与
を
検
討
す

る
こ
と
⑦
透
析
患
者
や
妊
産
婦
等
の
家
族
へ
の
予
防
や
罹
患
し
た
時
の
医
療
体
制
の
指
導
を
徹
底
す
る
こ
と

八
ッ
場
ダ
ム
の
建
設
事
業
の
推
進
を
求
め
る
意
見
書
分

国
会
及
び
政
府
に
対
し
、
八
ッ
場
ダ
ム
の
建
設
事
業
を
推
進
し
、
早
期
完
成
を
図
る
こ
と
を
強
く
要
請
す
る
。

子
育
て
支
援
策
の
拡
充
を
求
め
る
意
見
書

政
府
に
対
し
、
次
の
事
項
を
強
く
求
め
る
。
①
子
育
て
応
援
特
別
手
当
の
支
給
対
象
者
の
拡
大
が
２１
年
度
限
り
の
措
置

で
あ
る
た
め
、
恒
久
的
な
制
度
化
を
す
る
こ
と
②
次
世
代
育
成
支
援
策
の
拡
充
の
た
め
の
財
政
措
置
と
必
要
な
施
策
を
講

ず
る
こ
と
③
要
保
護
児
童
が
家
庭
的
な
環
境
で
ケ
ア
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
里
親
委
託
や
小
規
模
住
宅
型
児
童
養
育
事
業

な
ど
の
体
制
整
備
を
行
う
こ
と
④
家
庭
的
保
育
者
の
質
の
確
保
の
た
め
、
研
修
体
制
の
整
備
充
実
に
努
め
る
こ
と
⑤
事
業

主
が
策
定
す
る
一
般
事
業
主
行
動
計
画
の
策
定
・
届
出
の
義
務
づ
け
の
対
象
範
囲
拡
大
の
周
知
及
び
支
援
に
努
め
る
こ
と

政治家の寄附は、禁止されています。また、暑中見舞等時候の挨拶状
（答礼のための自筆のものを除く）を出すことも禁止されています。
議員等政治家が、お祭り、親睦旅行会、会合などの行事に寄附や差し入れ等をしたり、お祝い金（出産・新築等）、贈り
物（お中元・お歳暮等）をすることは、公職選挙法により罰則をもって禁止されており、要求した人も罰せられます。

本会議（議案の付託・議決等）
常任委員会
議会運営委員会

本会議（一般質問、議案の
付託等）

常任委員会

特別委員会

議会運営委員会

本会議（議案の議決等）

５月 ２９日

６月 ８・９日

１０～１５日

１７～１９日

２３日

２４日
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